
－輸血拒否患者対応－ フローチャート（案） 

【A】 本人の意思が確認できる場合（判断力のある成人及び未成年者：15 歳以上を目安） 

 

 

医学的に輸血が必要な場合は、可能な限り説明と説得を行う               

                           ※基本的指針【A】の 1参照   

  

※緊急時で時間的余裕がなく十分な

説明と説得を行う機会がない場合に

は〔Ｂ〕の「証書を携帯している場

合」に準じる。 
  輸血受容                                     輸血拒否    

 

 

輸血治療                輸血をしない治療法の提示    

                                   ※基本的指針【A】2の①参照 

 

 合意できた場合                      合意できなかった場合 

  

                                    合意内容を書面で確認                    患者の要望に沿う他病院紹介   

                                     （電子カルテに記入） 

 

                            当院作成「輸血拒否兼免責証書」に署名捺印      

   

                                  合意された無輸血治療の実施   
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【B】本人の意思が確認できない場合（成人、15 歳以上の未成年者） 

 緊急の場合で、痴呆や意識障害がある患者       

 

 

  証書を携帯していない                     証書を携帯している   

    

 

 近親者は輸血受容       近親者も輸血拒否         近親者は輸血受容              近親者も輸血拒否 

     「輸血同意書」に 

                         粘り強く話し合う          署名捺印してもらう   粘り強く話し合う 

  

救命のため必要あれば、医師の判断で輸血する             無輸血代替療法を基本とする 

 

【Ｃ】判断力のない未成年者の場合 （15 歳未満を目安）        【Ｄ】妊婦の場合は【A】【B】と同様の 

                本人及び親権者 対応とする。 

 

  輸血受容                  輸血拒否      

      

                                          粘り強く話し合う   

救命のため必要あれば、医師の判断で輸血する             
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－以下のような所定の手続きを厳守する－ 

 当院の「説明と同意」の基本原則に従い、以下のように対応する。 
① 患者への説明と説得にあたっては、家族・主治医・当該科長・看護師長を同席して行う。 

② 上記の説明（説明用紙に必要項目明示）、説得の内容などを経時的に電子カルテに記入する。 

③ 合意された内容を書面で確認し、電子カルテに記入する。 

④ 最終的に輸血をしない治療が決定された場合は、当院で作成した「輸血拒否兼免責証書」に署名捺

印する。 

 関係する書類は以下のものである。 
イ、当院で作成した「輸血拒否兼免責証書」（患者用と近親者用の 2種類） 

ロ、患者が携帯して提出した書類（「輸血拒否兼免責証書」等） 

ハ、証書（※４エホバの証人の場合は「医療上の宣言」証書などがある） 

 各書類の扱いは 
イ、の「輸血拒否兼免責証書」は、診療録用として保管する。 

ロ、の原本を受け取り保管し、コピーを返すこと。 

ハ、を携帯している場合は、提出してもらいコピーを診療録用として保管する。 

⑤ 上記結果を院長に報告し、了解を得る。 

⑥ 緊急の場合、院長（または管理部）への報告は事後に行う。 

⑦ 緊急事態で判断が困難となった場合は、管理部医師に連絡をとり、判断を仰ぐ。 

(ハ、の証書とは、本人の「輸血拒否」の意思が明記された書類のこと) 
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